
規

則

(

第
五
十
九
号)

○
福
岡
県
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

地

方

課)

一

教
育
委
員
会

○
福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
庁
総
務
課)

一

○
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
庁
総
務
課)

二

福
岡
県
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
九
号

福
岡
県
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

十
年｣

を

｢

二
十
年｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
事
業
名
の
欄
に
規
定
す
る
市
町
村
応
援
元
気
フ
ク
オ
カ
資
金

(

活
力
創
出
事
業)

に
係
る
資
金
の
貸
付
け
の
条
件
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

利

率

知
事
が
別
に
定
め
る
率

二

償
還
期
間

二
十
年
以
内

(

据
置
期
間
二
年
以
内
を
含
む
。)

三

償
還
方
法

元
利
均
等
年
賦
償
還

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
事
業
名
の
欄
に
規
定
す
る
市
町
村
応
援
元
気
フ
ク
オ
カ
資

金

(

合
併
市
町
村
ま
ち
づ
く
り
事
業)

に
係
る
資
金
の
貸
付
け
の
条
件
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

一

利

率

知
事
が
別
に
定
め
る
率

二

償
還
期
間

二
十
年
以
内

(

据
置
期
間
二
年
以
内
を
含
む
。)

三

償
還
方
法

元
利
均
等
年
賦
償
還

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
事
業
名
の
欄
に
規
定
す
る
市
町
村
応
援
元
気
フ
ク
オ
カ
資

金

(

財
政
健
全
化
事
業)

に
係
る
資
金
の
貸
付
け
の
条
件
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。一

利

率

知
事
が
別
に
定
め
る
率

二

償
還
期
間

二
十
年
以
内

(

据
置
期
間
二
年
以
内
を
含
む
。)

。
た
だ
し
、
地
方
債
の
繰
上
償

還
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
債
の
償
還
期
間
の
残
存
期
間
の
二
倍
に
相
当

す
る
期
間
以
内

(

二
十
年
を
限
度
と
す
る
。)

三

償
還
方
法

元
利
均
等
年
賦
償
還

第
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

別
表
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
業

(

条
例
第
三
条
第
三
号)

の
項
事
業
名
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六
号

本

庁

出
先
機
関

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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援
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併
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町
村
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三

市
町
村
応
援
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フ
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オ
カ
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四
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福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
三
日

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長

森

山

良

一

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程

(

平
成
十
年
三
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
号
ロ
中

｢
教
科
書
等
に
係
る
国
庫
補
助
金｣

を

｢

教
科
書
給
与
等｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
七
号

本

庁

出
先
機
関

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
三
日

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長

森

山

良

一

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程

(

平
成
六
年
四
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
十
三
第
三
項
中

｢

、
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
十
五
号)

を

｢

夜
間
給
食
施
行
令｣

、
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お

け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
文
部
省
令
第
六
号)

を

｢

夜
間
給
食
施
行

規
則｣

、
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
幼
稚
部
及
び
高
等
部
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法

律
施
行
令

(

昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
四
十
三
号)

を

｢

盲
聾
給
食
施
行
令｣

、
盲
学
校
、
聾
学
校
及

び
養
護
学
校
の
幼
稚
部
及
び
高
等
部
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
二
年

文
部
省
令
第
十
二
号)

を

｢

盲
聾
給
食
施
行
規
則｣

｣

を
削
る
。

別
表
十
三
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
七
号
を
第
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十

二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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